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（４）日本銀行券の券種の識別性向上に向けた取組
　日本銀行券（いわゆる、お札）については、偽造抵抗力強化の観点に加え、ユニバーサルデザ
インの観点も踏まえて様式を新しくし、2024年度上期から発行を開始することとしている
（https://www.mof.go.jp/currency/bill/20190409.html）。
　財務省においては、これまで日本銀行や国立印刷局とともに、視覚に障害のある人が券種を区
別しやすくなるよう、関係者からの意見聴取、海外の取組状況の調査を行う等、様々な観点から
検討を行ってきており、新しい日本銀行券には、この成果を反映し、触った時や見た時に券種の
区別をしやすくする以下のような工夫を施すこととしている。
① 　指の感触で券種の区別ができるマークを、現行券よりも触った時にわかりやすい形状に変更

し、券種毎に異なる位置に配置。
② 　肖像のすかしが入る「すき入れ」部分の形状に違いを設けて差別化した上で、券種毎に異な

る位置に配置。
③ 　表・裏両面のアラビア数字を大型化。
④ 　高額券と千円券のホログラムの形状に違いを設けて差別化した上で、券種毎に異なる位置に

配置。

注：図表中の番号は、本文中の番号に対応。
資料：財務省

■図表５-14　新しい日本銀行券のユニバーサルデザインの内容

（表面） （裏面）
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４．コミュニケーション支援体制の充実

（１）手話や点訳等によるコミュニケーション支援
　「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づき、聴覚、言語機能、
音声機能、視覚、盲ろう、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、
意思疎通を図ることに支障がある人に、手話通訳者や要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、
失語症者向け意思疎通支援者等の派遣等による支援を行う意思疎通支援事業や、手話通訳者等の
養成研修等が実施されている。
　各都道府県警察においては、聴覚に障害のある人のための手話通訳及びルビを付した字幕入り
の映像の活用や手話通訳員の確保に努めている。また、言語での意思伝達を困難とする人たちと
警察官とのコミュニケーションを円滑にするため、協力団体と共に開発し、提供を受けた「コミュ
ニケーション支援ボード」を、全国の交番、パトカー等に配備し、活用している。
　また、聴覚や発話に障害のある人とそれ以外の人をオペレーターが「手話」や「文字」と「音
声」とを通訳することにより、電話で双方向につなぐ電話リレーサービスについては、これまで
も民間企業や、公益財団法人日本財団及び厚生労働省の電話リレーサービスのモデルプロジェク
トにおいて、提供されていたところであるが、2019年１月より、総務省及び厚生労働省において
「電話リレーサービスに係るワーキンググループ」を開催し、公的インフラとしての電話リレー
サービスの在り方について検討を行い、 2019年12月に報告書を公表した。
　その後、公共インフラとしての電話リレーサービスを実現するため、2020年通常国会において
「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」（令和２年法律第53号）が成立し、
2020年12月１日に施行され、同法の規定に基づき、2021年１月、総務大臣により「電話リレーサー
ビス提供機関」及び「電話リレーサービス支援機関」が指定された。
　2021年７月より、電話リレーサービス提供機関の指定を受けた（一財）日本財団電話リレーサー
ビスにより、公共インフラとしての電話リレーサービスの提供が開始されている。
　電話リレーサービスの更なる普及促進を図るため、総務省は関係省庁と連携して周知広報を実
施しているほか、電話リレーサービス提供機関が全国各地で実施する電話リレーサービスの講習
会や利用登録会などに協力しており、2022年度末（令和４年度末）の利用登録者数は１万2,307
人となっている。

■図表５-15　電話リレーサービスの仕組み

資料：総務省
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